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人づくりを行うための費用の一部を補助します。

町内に住所のある人、団体であれば、誰でも補助金を受ける対象になります。

皆さんのお申し込みをお待ちしています。
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　昨年度は、下川町の自然を体験した「ジュニ
アレンジャー交流事業」とアワビ資源の再生の
ための調査・研究をした「焼尻島産業再生プラ
ン事業」の２つが実施されました。
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国・道等の補助金 補助を受けている以外の経費

�
この部分が補助対象となります

　昨年度まで対象外だった、国・道などの補助
金を受けている場合でも、補助対象とすること
ができるようになりました。
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�経費の2/3以内で、100万円が限度です。
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�積極的かつ活力のある人づくり
�地域づくりのリーダーとして資質を備えるこ
　とのできる人づくり
�国際化社会における豊かな感性と幅広い視野
　を備えた人づくり
�地域の活性化に関連する人づくり

�上記に関する研修会の開催や参加、先進地の
　視察、団体の立ち上げなどに係る経費です。
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　講師謝礼金、交通費、宿泊費、印刷費、
　会場使用料、テキスト代など
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